
歴 史 地 理 学 会 会 則

第 1章 総 則

第 1条 本 会 は 歴 史 地 理 学 会 と 称 す る 。

2.英 文 に お い て は ， Th e A s s o c i a t i o n o f H i s t o r i c a l G e o g r a p h

e r s i n J a p a n と 表 記 す る 。

第 2条 本 会 は 歴 史 地 理 学 の 発 展 ・ 普 及 を 図 る こ と を 目 的 と す る 。

第 3条 前 条 の 目 的 達 成 の た め ， 次 の 事 業 を 行 う 。

1.歴 史 地 理 学 会 誌 「 歴 史 地 理 学 」 お よ び 研 究 成 果 の 刊 行

2.研 究 発 表 会 （ 大 会 お よ び 例 会 ）

3.巡 検

4.国 内 外 の 学 会 等 と の 学 術 交 流

5.そ の 他 本 会 の 目 的 達 成 に 必 要 な 事 業

第 4条 本 会 則 の 変 更 は 総 会 の 決 議 に よ っ て 行 う 。

第 5条 本 会 の 本 部 を 当 分 の 間 ， 東 京 学 芸 大 学 地 理 学 研 究 室 内 (東 京

都 小 金 井 市 貫 井 北 町 4－ 1－ 1 )に お く 。

第 6条 本 会 の 設 立 年 月 日 は 第 1回 総 会 を 開 催 し た 1 9 5 8年 4月 2 9日 と

定 め る 。

第 2章 会 員

第 7条 本 会 は 会 則 第 2条 に 賛 同 す る 次 の 各 項 の も の を も っ て 構 成 す

る 。

1.名 誉 会 員

2.普 通 会 員

3.シ ニ ア 会 員

4.学 生 会 員

5.団 体 お よ び 機 関 等 の 機 関 会 員

6.本 会 の 目 的 に 賛 同 し て 援 助 す る 賛 助 会 員

第 8条 本 会 は 歴 史 地 理 学 に 対 し て 特 に 功 績 の あ っ た も の を ， 総 会

の 決 議 に よ っ て 名 誉 会 員 と す る こ と が で き る 。

第 9条 満 6 5歳 を 超 え た も の は ， シ ニ ア 会 員 と な る こ と が で き る 。

そ の 資 格 ・ 要 件 は 別 途 定 め る 。

第 1 0条 大 学 ・ 大 学 院 お よ び こ れ に 準 じ る 教 育 ・ 研 究 機 関 に 在 学 す

る も の は ， 学 生 会 員 と な る こ と が で き る 。 そ の 資 格 ・ 要 件 は

別 途 定 め る 。

第 1 1条 入 会 ・ 退 会 を 希 望 す る も の は 常 任 委 員 会 の 承 認 を 得 る も の

と す る 。

第 1 2条 会 員 は 定 め ら れ た 会 費 を 前 納 す る も の と す る 。 但 し ， 名 誉

会 員 は 会 費 の 納 入 を 要 し な い 。

第 1 3条 会 員 が 次 の 事 項 に 該 当 す る 場 合 は ， 評 議 員 会 の 決 議 に も と

づ き 除 籍 す る こ と が で き る 。

1.会 費 を 滞 納 し た 場 合

2 .会 則 に 背 き ， ま た は 本 会 の 名 誉 を 傷 つ け る 行 為 の あ っ た と き



第 3章 総 会

第 1 4条 総 会 は 定 期 総 会 お よ び 臨 時 総 会 と す る 。 定 期 総 会 は 毎 年 一

回 春 に 開 き ， 臨 時 総 会 は 会 長 ・ 評 議 員 会 も し く は 常 任 委 員 会

が 必 要 と 認 め た と き ， ま た は ， 第 7条 第 1・ 2・ 3・ 4項 の 会 員 5 0

名 以 上 の 連 名 に よ り ， 議 案 を 添 え て

会 長 宛 に 請 求 が あ っ た と き に 開 く 。

第 1 5条 総 会 は 議 案 ・ 日 時 ・ 場 所 を 事 前 に 告 示 し ， 会 長 が こ れ を 招

集 す る 。

第 1 6条 総 会 は 委 任 状 を 含 め て 第 7条 第 1・ 2・ 3・ 4項 会 員 の 5分 の 1

以 上 の 出 席 を も っ て 成 立 す る 。 総 会 の 議 決 は 出 席 会 員 の 多 数

決 に よ る 。 但 し 可 否 同 数 の と き は 議 長 が こ れ を 決 す る 。

第 1 7条 定 期 総 会 に お け る 議 事 は ， 次 の 諸 事 項 を 含 む も の と す る 。

1.前 年 度 事 業 報 告 の 承 認

2.前 年 度 決 算 報 告 お よ び 財 産 目 録 の 承 認

3.当 年 度 事 業 計 画 お よ び 予 算 案 の 審 議

4.評 議 員 会 も し く は 常 任 委 員 会 か ら 提 出 さ れ た 議 案 の 審 議

5 .第 7条 第 1・ 2・ 3・ 4項 の 会 員 1 0名 以 上 の 連 名 で ， 2月 末 ま で に

会 長 宛 に 提 出 さ れ た 議 案 の 審 議

第 4章 役 員 ・ 役 員 会

第 1 8条 第 3条 に 定 め る 諸 事 業 遂 行 の た め ， 次 の 役 員 ・ 役 員 会 を お

く 。

1.会 長

2.評 議 員 会

3.会 計 監 査

4.常 任 委 員 会

5.運 営 委 員 会

第 1 9条 役 員 の 任 期 は 2ヶ 年 と し ， 第 1 8条 の 1・ 3・ 4に 規 定 さ れ る 各

役 員 の 連 続 就 任 は 2期 ま で と す る 。

第 2 0条 会 長 は ， 本 会 を 代 表 す る と と も に ， 会 則 に お い て 定 め ら れ

た 総 会 お よ び 評 議 員 会 を 招 集 す る 。 会 長 は 会 員 の 投 票 に よ り

選 出 す る 。 但 し ， 評 議 員 を 兼 ね る こ と は で き な い 。

第 2 1条 評 議 員 会 は ， 評 議 員 5 0名 に よ り 構 成 さ れ ， 重 要 な 会 務 を 審

議 す る 。 評 議 員 は 会 員 の 投 票 に よ り 選 出 す る 。

第 2 2条 会 計 監 査 は ， 2名 に よ り 構 成 さ れ ， 会 計 年 度 （ 毎 年 4月 1日

か ら 翌 年 3月 3 1日 ま で ） ご と に 監 査 を 実 施 す る 。 会 計 監 査 は 評

議 員 の 互 選 に よ り 選 出 す る 。 但 し ， 常 任 委 員 を 兼 ね る こ と は

で き な い 。

第 2 3条 常 任 委 員 会 は ， 常 任 委 員 1 3名 に よ り 構 成 さ れ ， 会 務 を 執 行

す る 。 常 任 委 員 は 互 選 に よ り ， 会 務 を 総 理 す る 常 任 委 員 長 ，

庶 務 ， 会 計 ， 編 集 ， 集 会 ， 渉 外 の 各 運 営 委 員 会 を そ れ ぞ れ 統

括 す る 常 任 委 員 を 決 め る 。 常 任 委 員 は 評 議 員 の 互 選 に よ り 選

出 す る 。

第 2 4条 運 営 委 員 会 は ， 第 2 3条 で 定 め る ， 各 運 営 委 員 会 を 統 括 す る

常 任 委 員 と ，運 営 委 員 若 干 名 に よ り 構 成 さ れ る 。運 営 委 員 は ，



常 任 委 員 会 が 推 薦 し ， 評 議 員 会 の 承 認 を 得 る 。 庶 務 ， 会 計 ，

編 集 ， 集 会 ， 渉 外 の 各 運 営 委 員 会 に ， 会 務 を 総 理 す る 委 員 長

を 決 め る 。

第 25条 役 員 の 選 出 は ， 別 に 定 め る 役 員 選 挙 規 定 に よ り 行 う 。

第 2 6条 役 員 に 支 障 が 生 じ た 場 合 は 常 任 委 員 会 が 推 薦 し ， 会 長 が 委

嘱 す る 。 会 長 の 場 合 は 評 議 員 会 が 選 出 す る 。 但 し ， 任 期 は 前

任 者 の 残 存 期 間 と す る 。

第 5章 特 別 委 員 会

第 2 7条 会 長 は ， 第 3条 に 定 め る 諸 事 業 遂 行 の た め ， 以 下 に あ げ る

特 別 委 員 会 を 設 け る こ と が で き る 。

1． 選 挙 管 理 委 員 会

2． 学 会 賞 選 考 委 員 会

第 2 8条 特 別 委 員 会 は ， 常 任 委 員 会 の 推 薦 に よ り 会 長 か ら の 委 嘱 を

受 け た 諮 問 委 員 若 干 名 に よ り 構 成 さ れ ， 委 嘱 さ れ た 会 務 を 執

行 す る 。

第 2 9条 特 別 委 員 会 は ， 委 嘱 さ れ た 会 務 を 遂 行 し ， 結 果 を 会 長 へ 答

申 す る 。

第 30条 特 別 委 員 の 任 期 は ， 別 に 定 め る 。

第 6章 諮 問 委 員 会

第 3 1条 常 任 委 員 会 は ， 第 3条 に 定 め る 諸 事 業 遂 行 の た め ， 必 要 に

応 じ 諮 問 委 員 会 を 設 け る こ と が で き る 。

第 3 2条 諮 問 委 員 会 は ， 常 任 委 員 長 の 委 嘱 を 受 け た 若 干 名 に よ り 構

成 さ れ 会 務 を 執 行 す る 。

第 33条 諮 問 委 員 会 は ， 結 果 を 常 任 委 員 長 へ 答 申 す る 。

第 34条 諮 問 委 員 の 任 期 は ， 別 に 定 め る 。

付 則

1 .本 会 の 会 費 は ， 当 分 の 間 年 間 7 , 0 0 0円 と す る 。 但 し ， シ ニ ア 会 員

お よ び 学 生 会 員 は 年 間 4 , 5 0 0円 と す る 。 第 7条 第 6項 に 関 し て は

別 に 定 め る 。

2.会 則 は 19 7 8年 4月 1日 よ り こ れ を 実 施 す る 。

3.本 会 則 は 19 7 9年 5月 1 9日 ， 一 部 改 正 。

4.本 会 則 の う ち ， 付 則 は 19 8 1年 4月 2 6日 ， 一 部 改 正 。

5.本 会 則 の う ち ， 付 則 は 19 8 6年 4月 2 0日 ， 一 部 改 正 。

6.本 会 則 の う ち ， 付 則 は 昭 和 19 8 7年 4月 2 9日 ， 一 部 改 正 。

7.本 会 則 は 19 8 9年 5月 2 8日 ， 一 部 改 正 。

8.本 会 則 の う ち ， 付 則 は 19 9 8年 6月 6日 ， 一 部 改 正 。

9.本 会 則 は 20 0 0年 4月 1日 ， 一 部 改 正 。

10 .本 会 則 は 20 0 3年 4月 1日 ， 一 部 改 正 。

11 .本 会 則 お よ び 付 則 は 20 1 0年 5月 1 5日 ， 一 部 改 正 。

12 .本 会 則 お よ び 付 則 は 20 1 2年 5月 1 2日 ， 一 部 改 正 。

13 .本 会 則 お よ び 付 則 は 20 1 5年 6月 2 7日 ， 一 部 改 正 。



1 4 .本 会 則 は 20 1 6年 6月 4日 ， 一 部 改 正 。

15 .本 会 則 は 20 1 8年 5月 2 6日 ， 一 部 改 正 。


